
No． 月 業種 食品等の種類 管轄保健所 違反条項 内　容 原因物質 処分の内容

1 ５月 ― フグ料理（推定） 今治保健所 ― ― テトロドトキシン（推定） ―

2 ８月 飲食店営業 会食 中予保健所 第６条第３号 食中毒の発生 不明 営業停止

3 10月 飲食店営業 会食 宇和島保健所 第６条第３号 食中毒の発生 カンピロバクター 営業停止

4 12月 ― スイセン（推定） 八幡浜保健所 ― ―
植物性自然毒

（スイセン（推定））
―

5 ２月 ― フグ料理（推定） 今治保健所 ― ― テトロドトキシン ―

別添－７

令和元年度における食中毒の発生状況


